
　
新
潟
県
と
県
内
市
町
村
で
は
、
平
成
26

年
度
ま
で
に
、
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
事

業
者
の
方
か
ら
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴

収
を
実
施
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。

　
10
〜
11
月
は
「
個
人
住
民
税
の
滞
納
圧

縮
の
た
め
の
集
中
的
取
組
」
（
平
成
21
〜

23
年
度
）
の
一
環
と
し
て
、
全
県
統
一
に

よ
る
集
中
的
取
組
期
間
と
し
、
特
別
徴
収

の
未
実
施
事
業
所
等
へ
の
働
き
か
け
を
行

っ
て
い
ま
す
。 

　
特
別
徴
収
を
開
始
し
た
い
、
あ
る
い
は
一

度
話
を
聞
い
て
み
た
い
と
い
う
方
は
、
税

務
課
市
民
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
給
与
所
得
者
の
個
人
住
民
税
は
給
与
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
が
法
律
等
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す

　
個
人
住
民
税
は
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収

と
同
様
に
、
事
業
者
（
給
与
支
払
者
）
が

毎
月
従
業
員
（
給
与
所
得
者
）
に
支
払
う

給
与
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
し
、
住

民
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
従
業
員
に
代

わ
っ
て
、
従
業
員
の
住
所
地
の
市
町
村
へ

納
入
す
る
こ
と
が
地
方
税
法
お
よ
び
佐
渡

市
の
条
例
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
所
得
税
の
よ
う
に
事
業
者
が
税
額
を
計

算
し
た
り
、
記
帳
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん

　
所
得
税
の
源
泉
徴
収
の
事
務
手
続
き
と

異
な
り
、
事
業
者
が
税
額
を
計
算
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
市
町
村
が
毎
年
５
月
に
事
業
者
（
給
与
支

払
者
）
に
対
し
て
『
給
与
所
得
等
に
係
る
特

別
徴
収
税
額
決
定
通
知
書
』
に
よ
り
月
々
に

特
別
徴
収
す
べ
き
税
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

の
で
、
そ
の
税
額
を
毎
月
の
給
与
か
ら
特
別

徴
収
し
翌
月
10
日
ま
で
に
合
計
税
額
を
各
従

業
員
の
住
所
地
の
市
町
村
へ
納
入
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

■
従
業
員
の
方
の
納
税
に
か
か
る
負
担
が
軽

減
さ
れ
ま
す

　
従
業
員
ひ
と
り
ひ
と
り
が
納
税
の
た
め

に
、
金
融
機
関
や
市
町
村
窓
口
に
出
向
く
手

間
を
省
く
事
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
特
別
徴

収
以
外
の
方
法
に
よ
る
納
税
の
回
数
が
通
常

年
４
回
で
あ
る
の
に
対
し
、
特
別
徴
収
は
年

12
回
な
の
で
従
業
員
の
方
の
１
回
あ
た
り
の

納
税
額
の
負
担
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
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フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、
シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ

な
ど
で
小
型
特
殊
自
動
車
に
分
類
さ
れ
る

も
の
や
農
耕
ト
ラ
ク
タ
、
刈
取
脱
穀
作
業

車
（
コ
ン
バ
イ
ン
）
な
ど
の
乗
用
装
置
の
あ

る
農
耕
作
業
用
自
動
車
は
、
軽
自
動
車
税

の
課
税
対
象
で
す
。

　

　
該
当
す
る
車
両
を
所
有
す
る
個
人
ま
た
は

法
人
は
、
軽
自
動
車
税
の
申
告
を
し
て
標
識

（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）
の
交
付
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

※
軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
等
を
所
有
し

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
か
か
り
ま
す
。
公

道
走
行
の
有
無
や
保
安
基
準
を
満
た
し
て

い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
課
税
さ
れ

ま
す
。

申
告
の
手
続

　
取
得
や
、
申
告
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場

合
は
15
日
以
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
廃
車
、
譲
渡
し
た
場
合
は
30
日
以
内
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　
所
有
者
の
住
所
・
氏
名
、
印
鑑
、
車
名
（
メ

ー
カ
ー
）
、
形
式
認
定
番
号
や
車
両
の
構
造
・

規
格
・
車
体
番
号
の
わ
か
る
も
の

※
使
用
者
が
異
な
る
場
合
は
使
用
者
の
住

所
・
氏
名
・
印
鑑
も
必
要
で
す
。

申
告
場
所

　
市
役
所
本
庁
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
・
行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
税
務
窓
口

お
問
い
合
わ
せ
　

市
役
所
税
務
課
　
市
民
税
係

☎
63
―
５
１
１
０

道路運送車両法施行規則別表第一に定められる基準

区分 小型特殊自動車

全 長

全 幅

全 高

総排気量

最高速度

構 造

税 額

農耕作業用自動車

制限なし

制限なし

制限なし

35ｋｍ/ｈ未満

1,600円

農耕用以外

4.7ｍ以下

1.7ｍ以下

2.8ｍ以下

15ｋｍ/ｈ以下

4,700円

ショベル・ローダ
フォーク・リフト
ホイール・クレーン
ターレット式構内運搬車など

制限なし

農耕トラクタ
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車（コンバイン）
田植機（乗用型）

事
業
者
の
皆
様
へ

　
個
人
住
民
税
の
給
与
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
人
は

　
　
　
　
軽
自
動
車
税
の
申
告
が
必
要
で
す
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